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図 1 現行の一般廃棄物処理基本計画の進捗状況と計画改定のポイント（振り返り） 

 

1 リデュース・リユース施策の継続的な展開 

2 食品ロス削減の推進 

3 区民・事業者への情報発信 

4 事業者との連携によるリデュース・リユースの推進 

1 プラスチック製容器包装分別収集の導入検討 

2 事業者の自主的取組みの促進 

3 事業系ごみのリサイクルの促進 

4 集団回収の積極的活用 

1 適正分別・適正排出の徹底 

2 有害物質等の適正処理 

3 事業所への情報提供・指導 

4 ごみ収集有料化等の調査・検討 
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5 区民の活動支援と連携の場の創出 

数値目標の達成状況 

計画項目の進捗状況 
・フリーマーケット・リサイクル品収集・アプリ等引き続

きの周知が必要。 

・継続した周知及び、新たな資源回収品目の検討が必要 

・二次電池（火災の危険性あり）など、引き続き適正処理

に関する周知を行う必要がある。 

区民・事業者への情報発信 

リサイクル品目・手法もふく

めた更なる検討 

処理困難物の適正排出（有害

物質等の適正処理） 

区民 1人 1日あたりのごみ量 

資源化率 

令和 12年度 

（2030年度） 

 

470g/人日 
 
 

22.9％ 

令和 17年度 

（2035年度） 

 

463g/人日 
 
 

23.3％ 

目 標 実 績 

令和５年度 

（2023年度） 

 
 
 
 

 

○現在までのところ、目標値をクリア

する方向で推移 472g/人日 

23.7％ 
〇既に計画目標を達成 

・本審議会等にて意見交換について検討する等、連携を深

めていく必要がある。 

・引き続き取り組むことが必要。 

・ごみ収集有料化については、引き続きの検討する必要が  

 ある。 

・高齢化により家からの運搬が困難になってきている。引き 

 続きの支援が必要。 

国や都の状況 

東京都 

・東京都資源循環・廃棄物処理計画の改定 

・ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report策定 

・東京都災害廃棄物処理計画改定 

国 

・第五次循環型社会形成推進基本計画策定中 

・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行 

・サーキュラーエコノミーへの移行 

・周知方法の検討 

・回収品目の検討 

・リサイクル方法の検討 

・わかりやすい分別方法の確立と  

 啓発 

・処理困難物の回収方法の検討 

計画改定のポイント 

など 

5 災害廃棄物対策 

・周知方法の検討が必要。 

・外国人人口が増加しており、既存の取組みの継続に加え
て、周知の充実について検討していく。 

・豊島区食べきり協力店への登録数を伸ばしていく必要が
ある。 

・豊島区地域防災計画の改定等に合わせて、計画及び職員向
け行動マニュアルを修正する必要がある。 

・自己処理責任に基づく事業系ごみ減量・資源化をさらに 
 促進する必要がある。 

・事業者の様々な自主的取り組みを区民に広報する等、さら 
 なる取り組みの検討が必要。 

・事業者に対し、ごみ減量・資源化の啓発等を継続的に進め 
 る必要がある。 

資料第 2－2号 
計画改定の方向性について 



2 

 

図 2 計画改定の方向性について（イメージ） 

 

1 リデュース・リユースによるごみの排出削減 

2 区民・事業者への啓発・情報発信 

3 食品ロス削減 

4 事業者との連携によるリデュース・リユースの推進 

1 プラスチック資源回収推進及び更なる資源化の促進 

2 事業系ごみのリサイクル促進 

3 区民・民間事業者との連携・協働 

1 適正分別・適正排出の徹底 

2 処理困難物の適正排出 

3 事業所への情報提供・指導 

4 ごみの収集方法等の調査・検討（ごみ有料収集等） 
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5 区民の活動支援と連携の推進 

○リデュース・リユースによるごみの排出削減【継続】（名称変更） 

排出削減につながるよう、ごみのリサイクル（再生利用）や適正処理よりも、リデュース（発生抑

制）、リユース（再使用）が優先される原則の下、継続的な取り組みを進めます。 

○区民・事業者への情報発信【継続・強化】（※計画改定ポイントとして取り上げ） 

更なるリデュース・リユースの推進のため、周知方法を検討していきます。 

○食品ロス削減【継続】（名称変更） 

リデュース施策の中でも、食品ロス対策が国内外で重要な施策テーマになっていることを踏まえ、区

としての対策を計画的に進め、食品ロスを削減します。 

○事業者との連携によるリデュース・リユースの推進【継続】 

事業者に対して、包装材や食品ロスの削減などを通じ、消費者にごみ減量行動を働きかけられるよ

う、引き続き連携を図っていきます。また、事業者のリデュース・リユースに向けた取組みについて

情報の収集と区民への発信を推進していきます。 

○区民の活動支援と連携の推進【継続】（名称変更） 

 町会、PTA、商店会、 NPO法人、大学等地域団体、事業者団体等の取組みを支援するとともに意

見交換の場を設け、連携を深めていきます。 

○更なる資源化の促進【新規】（※計画改定ポイントとして取り上げ） 

令和５年度のプラスチックの資源回収開始したことも踏まえ、今後さらに資源化率を上げるとともに

質の高いリサイクルを実現していくために、新たな回収品目やリサイクル手法を検討していきます。 

○事業系ごみのリサイクルの促進【継続】 

事業者への指導など、事業系ごみのリサイクルの促進に向けた取り組みを強化します。 

○区民・民間事業者との連携・協働【新規】 

引き続き、店頭回収や下取り・引き取りなど、事業者による自主的な資源回収を促していくととも

に、再生資源市場の動向を注視しつつ、集団回収実施団体への支援を継続していきます。 

 

○適正分別・適正排出の徹底【継続】  

資源分別の徹底や不適正排出の防止など、引き続き取り組んでいきます。 

○処理困難物の適正排出（有害物質等の適正処理）【継続・強化】（※計画改定ポイントとして取り上

げ） 

水銀等の有害物質や火災の原因となる危険物などの適正処理を継続します。 

○事業所への情報提供・指導【継続】 

民間収集への移行や有料ごみ処理券の適正貼付指導、資源分別の徹底を継続していきます。 

○ごみの収集方法等の調査・検討（ごみ有料収集等）【継続・強化】（名称変更） 

都区部や東京都との連携を取りながら、収集方法も含めて引き続き検討していきます。 

○災害廃棄物対策【継続】 

東京都の災害廃棄物処理計画及び区の地域防災計画の改定をふまえ、区としての災害廃棄物対策の重

要性を示します。 

 

基本方針 計画改定の考え方（案） 改定計画項目のイメージ（案） 

5 災害廃棄物対策 


